
1/5

枕崎市有料広告掲載に関する基本要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市の新たな自主財源を確保し、市民サービスの向上につなげるため、

市の資産を広告媒体として活用した有料広告を実施することについて必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(１) 広告媒体 次に掲げる資産のうち、広告を掲載し、又は掲出することができるもの

をいう。

ア 市が所有する施設その他の構造物

イ 市が所有する車両その他の物品

ウ 市が作成し管理しているホームページ

エ 市が発行する広報物その他の印刷物

オ その他市の資産のうち市長が別に定めるもの

(２) 広告掲載 広告媒体に企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

（広告掲載の基準）

第３条 広告掲載ができるものは、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれ

にも該当しないものとする。

(１) 市の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれがあるもの

(２) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(３) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(４) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

(５) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(６) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと市長が認めるもの

（広告掲載の優先順位）

第４条 広告掲載の優先順位は、次の順序による。

(１) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの

(２) 公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの

(３) 前２号に掲げるもののほか、企業及び自営業者で、市内に事業所等を有するもの
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(４) 前３号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当であると市長が認めるもの

（取扱要領等の作成）

第５条 広告の種類、規格その他この要綱に定めのないものについては、当該広告媒体ご

とに別に取扱要領等を定めるものとする。

（広告掲載料）

第６条 広告掲載料については、広告の募集に要する経費、類似広告の市場価格等を勘案

し決定するものとする。

（広告の募集）

第７条 広告の募集は、広報紙、ホームページ等により行うものとする。

（広告掲載の申込み）

第８条 広告掲載をしようとする者（以下「申込者」という。）は、有料広告掲載申込書

（様式第１号。以下「申込書」という。）に広告案を添えて市長に提出しなければならな

い。ただし、広告媒体の性質により、広告代理業者が広告掲載の申込みをし、かつ、広告

掲載の決定後に広告代理業者が広告を募集するものについては、広告案については、広告

掲載の決定後に広告掲載の都度市長に提出するものとする。

２ 前項ただし書の規定により、広告代理業者が広告掲載の申込みをし、又は広告案を提

出した場合における広告案の審査及び広告掲載の決定に係る次条及び第10条の規定の適

用については、次条第１項中「申込書」とあるのは「広告案」と、同条第２項中「申込者」

とあるのは「広告掲載の決定を受けた者」と、第10条中「市長は、前条第１項の広告審査

会を経て」とあるのは「市長は」とする。

３ 申込者及び第１項ただし書の規定により広告代理業者の募集に応じ広告を実際に掲載

する者（次項において「広告主」という。）は、市税を完納していなければならない。

４ 前項の規定により市税を完納していることを証するため、申込者は申込書に市税完納

証明書を添付し、広告主は広告代理業者が提出する広告案に市税完納証明書を添付しなけ

ればならない。

（広告案の審査）

第９条 市長は、申込書が提出されたときは、速やかに第16条に規定する広告審査会に付

議しなければならない。

２ 広告審査会において広告案に修正すべき箇所があると認める場合は、申込者に修正後

の広告案の提出を求めるものとする。
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（広告掲載の決定）

第10条 市長は、前条第１項の広告審査会を経て、速やかに広告掲載の可否を決定し、有

料広告掲載決定通知書（様式第２号）により申込者に通知しなければならない。

（広告掲載料の納入）

第11条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「掲載者」という。）は、市

長が指定する期日までに、広告掲載料を市の発行する納入通知書により一括して納入する

ものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長が承認したときは、当該広告掲載料の分納

をすることができる。

３ 前項の規定により広告掲載料の分納の承認を受けようとする申込者は、広告掲載料分

納承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（掲載者の責任等）

第12条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。

２ 掲載者は、掲載し、又は掲出しようとする広告が屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

に規定する屋外広告物に該当する場合は、鹿児島県屋外広告物条例（昭和39年鹿児島県条

例第83号）に規定する許可を受けなければならない。

（広告掲載の取消し）

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定による広告掲載の

決定を取り消すことができる。

(１) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載に支障があると認めるとき。

（広告掲載料の不還付）

第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。

(１) 天災地変その他掲載者の責めに帰することができない理由により、広告掲載ができ

なくなったとき。

(２) 掲載者が広告掲載の期間の中途において広告掲載の取消しを申し出た場合におい

て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(３) 市の都合により広告掲載ができなくなったとき。
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（事業の周知）

第15条 市長は、この要綱による有料広告の事業（以下「事業」という。）を広く周知す

るため、当分の間、事業の目的等を当該広告媒体の一部に掲載するものとする。

（広告審査会の設置）

第16条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議を行うため、広告審査会（以下「審査会」

という。）を置く。

(１) 広告案の審査及び広告掲載の可否に関すること。

(２) 前号に掲げるもののほか、広告掲載に関すること。

（審査会の組織）

第17条 審査会は、別表に掲げる者を委員として組織する。

２ 審査会に、委員長及び副委員長を置く。

３ 委員長は総務課長を、副委員長は企画調整課長をもって充てる。

４ 審査会の庶務は、総務課において処理する。

（審査会の会議等）

第18条 委員長は、審査会を総理し、会議の議長となる。

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

３ 審査会の会議は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開くことができ

ない。

４ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

５ 審査会の会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認める場合は、回議により審査

等を行うことができる。

（委員以外の出席）

第19条 委員長は、必要に応じ、審査会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見

を聴くことができる。

（その他）

第20条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年１月

９日から施行する。
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（準備行為）

２ この要綱による有料広告の実施のための広告の募集、広告掲載の申込み、広告案の審

査、広告掲載の決定、事業の周知等必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行う

ことができる。

附 則（平成21年３月31日告示第27号）

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

別表（第17条関係）

総務課長

企画調整課長

財政課長

市民生活課長

水産商工課長

建設課長

教育委員会総務課長

保健体育課長


